
令和5年（ワ）第17364号、令和5年（行ウ）第299号

若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件

原 告 能條桃子、中村涼香、中村涼夏、久保遼、 、吉住海斗

生ロ

被 国

訴状訂正申立害

2023年8月28日

東京地方裁判所民事第2部 御中

原告代理人弁護士
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倫

愛

戸 田

桁井同

谷同 口

亀同 石

西同

頭書事件につき、別紙のとおり訴状を訂正します。
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訴 状

2023 年 7月 10 日

東京地方裁判所民事部 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 戸 田 差 恭

同 弁護士 井 桁 大 介

同 弁護士 谷 口 大 規

同 弁護士 亀 石 倫 子

同 弁護士 西 愛 礼

訴状

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり



若年成人被選挙
訴訟物の価格
貼付用印紙額

権剥奪違憲確認等請求事件
220 万円

3万円
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はじめに

この国では、成人であっても一定の年齢に達 しなければ公職選

挙に立候補することはできない。どれだけ勉学に励み社会経験を積

んでも、どれだけ多額の利益を上げる会社の経営者 となっても、た

とえ優れた研究論文を書いていても、裁判官や裁判員の経験者であ

っても、一律に政治家になる権利を奪われている。それは公職選挙

法 10条 1項が、被選挙権年齢を25歳又は 30歳 と定めているからで

あ る 。

しか し、なぜ 「25歳又 は 30歳」 なのかを合理的に説 明できる人

は誰 もいない。 この規定は、戦後、国民主権導入以前の思想 を引き

ずる政治家たちによる妥協の産物として、何 ら合理性の検討のない

まま制定 された。 にも関わ らず、 この年齢制 限規定は、約 80年 に

わたって、若者から重大な参政権を奪い、同時に有権者から貴重な

選択肢を奪いながら、改正も削除もされることなく残 り続けている。

選挙権年齢引き下げから8年、成人年齢引き下げから5年が経過す

るも、被選挙権年齢だけは置き去 りにされたままである。これは不

合理な若者差別である。本訴は、被告である国が、公職選挙法を改

廃 しないことによりかかる差別を放置 し続けることの是正を求める

ものである。政治過程で解決されない不合理な差別を是正すること

ができるのは司法だけである。

第 1 請求の趣旨

1 原告能像桃子について

(1)〔主位的請求〕原告能傑桃子が、次回統一地方選挙の神奈川

県知事選挙において、被選挙権を行使することができる地位

にあることを確認す る。

(2) ア 〔予備的請求①〕被告が、公職選挙法 10条 1項 4号を改廃

しない ことに よ り、原 告能傑桃子 について、次回統一地方選

挙の神奈川県知事選挙において、年齢が満 30歳に満たないこ

とを理由として、被選挙権の行使をさせないことは違法であ

ることを確認す る。

イ 〔予備的請求②〕被告が、原告能傑桃子に対 し、年齢が

満 30歳 に満 たない ことをもって、次回統一地方選挙 の神奈川

5



県知事選挙における被選挙権の行使をさせないことは、違法で

あることを確認す る。

(3) 被告は、原告能係桃子に対 し金 10万円及びこれに対する202

3年 3月 23 日から支払済みまで年 3分の割合による金員を支払え。

2 原告久保遼について

(1)〔主位的請求〕原告久保遼が、次回統一地方選挙の都留市議

会議員選挙において、被選挙権を行使することができる地位

にあることを確認す る。

(2) ア 〔予備的請求①〕被告が、公職選挙法 10条 1項 5号を改廃

しない こ とに よ り、原告久保遼 について、次回統一地方選挙

の都留市議会議員選挙において、年齢が満 25歳に満たないこ

とを理由として、被選挙権の行使をさせないことは違法であ

ることを確認す る。

イ 〔予備的請求②〕被告が、原告久保遼に対 し、年齢が満 2

5歳に満たないことをもって、次回統一地方選挙の都留市議会

議員選挙における被選挙権の行使をさせないことは、違法であ

ることを確認す る。

(3)被告は、原告久保遼に対し金 10万円及びこれに対する2023 年

4月 16日から支払済みまで年 3分の割合による金員を支払え。

3 原告中村涼夏、原告中村涼香、原告 及び原告吉住海斗

について

被告は、原告中村涼夏に対 し、金 10万円及びこれに対する同

年 3月 31 日から支払い済みまで年 3分の割合による金員を、原告

中村涼香、原告 及び原告吉住海斗に対 し、金 10万円及

びこれに対する同年 4月 16 日から支払い済みまで年 3分の割合に

よる金員をそれぞれ支払え。

4 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決並びに仮執行宣言を求める。

6
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2 被選挙権剥奪の憲法適合性審査には平成 17年最大判が採用し
た基準と同等かそれ以上に厳格な基準が用いられなければならない

最大判平成 17年 9月 14日民集 59巻 7号 2087 頁 (在外選挙権制限規

定違憲判決。以下 「平成 17年最大判」 とい う。 ) は、選挙権 の剥

奪について、国民主権原理に基づく憲法上の権利の制限という観点

から、厳格な違憲審査基準を用いた。被選挙権は国民主権原理に基

づく主権行使の- 形態であるとい う点で、その権利の性質は選挙権

と共通する。また、平成 17年最大判が違憲審査基準を導出する際

に考慮した憲法の各規定の趣旨は被選挙権の剥奪においても妥当す
る。平成 17年最大判の違憲審査基準が用いられた他の裁判例の事

案と比 しても、被選挙権の剥奪は同基準が用いられるべき必要性が

大きい。 さらに、被選挙権の剥奪は平成 17年最大判が挙げた要素

を超える権利侵害をもたらす。被選挙権を剥奪する立法の違憲審査

においては平成 17年最大判が採用 したものと同等かそれ以上に厳

格な違憲審査基準が用いられなければならない。

(1) 平成 17年最大判が審査基準を導くにあたり挙げる要素

平成 17年最大判は、選挙権の合憲性については国民主権を定め

る憲法が保障する重要な権利の制限の可否 とい う観点から審査する

べきであり、選挙権又はその行使の制限はやむを得ない事情がない

限り原則として許されないとする厳格な違憲審査基準 (以下 「平成
17年最大判基準」 とい う。 ) が採用 されるべきであるとして次の

とお り判示 した。

「憲法は、前文及び 1条 において、主権 が国民に存す るこ

とを宣言 し、国民は正当に選挙された国会における代表者

を通 じて行動す ると定 める とともに、 43 条 1項 において、

国会の両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを
組織す ると定 め、 15条 1項 において、公務員 を選定 し、及

び これ を罷免す ることは、国民固有 の権利 である と定 めて、

国民に対 し、主権者 として、両議院の議員の選挙において

投票をすることによって国の政治に参加することができる

権利 を保 障 してい る。 そ して、憲法 は、同条 3項 において、

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障す

ると定 め、 さらに、 44条但書 において、両議院の議員 の選

14



挙人の資格 については、人種、信条、性別、社会的身分、

門地、教育、財産又は収入 によって差別 してはな らない と

定めてい る。以上 によれ ば、憲法は、国民主権 の原理 に基

づき、両議院の議員の選挙において投票をすることによっ

て国の政治に参加することができる権利を国民に対 して固

有の権利 として保障してお り、その趣旨を確たるものとす

るため、国民に対 して投票をする機会を平等に保障してい

るものと解するのが相当である。憲法の以上の趣 旨にかん

がみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙

権について一定の制限をすることは別 として、国民の選挙

権又はその行使を制限することは原則 として許されず、国

民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような

制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなけれ

ばならないというべきである。」 (下線は引用者 )

また、福 田博裁判官はその補足意見において、選挙権の剥奪に

関 して 「国会は、平等、 自由、定時のいずれの側面においても、国

民の選挙権を剥奪 し制限する裁量をほとんど有 していない。国民の

選挙権の剥奪又は制限は、国権の最高機関性はもとより、国会及び

国会議員の存在自体の正当性の根拠を失わしめるのである。国民主

権は、我が国憲法の基本理念であり、我が国が代表民主主義体制の

国であることを忘れてはならない」と強調する。

平成 17年最大判が挙げるこれ らの要素は、以下のとお り被選挙

権 についても妥当す る。

(2 ) 国会は国民の被選挙権を剥奪する裁量を有さない

福 田裁判官が指摘するように、 「国民主権は、我が国憲法の基

本理念であり」、我が国は 「代表民主主義体制の国である」。国民

主権に基づく代表民主制は、治者 と被治者の同一性を必須のものと

する。治者 と被治者の分断を認めては、政治家などの治者のみが主

権者 とな り、その他の選挙人は被治者 となって しま う。その帰結は、

参政権は適切な能力と意欲がある者にのみ治者が与えるものという

天皇主権下への逆戻 りである。
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日本国憲法前文及び 1条は国民主権 と代表民主制について定めて

いる。地方公共団体の選挙における被選挙権が国民主権原理に由来

する基本的人権であることは前述のとお りである。また、被選挙権

を行使 した者の中から代表者を選挙 し、その代表者を通じて間接的

に政治に参加するという代表民主制が地方公共団体でも同様に機能
して い る こ とも、前 述 の とお りで あ る。

イ 憲法43条 1項の趣旨は地方公共団体における被選挙権にも妥当
する

憲法 43条 1項は、国政選挙に関して両議院は選挙された議員で構

成すると定める。これに対 して憲法 93条 2項は地方公共団体の長お

よびその議会の議員等については住民の選挙によって選出すると定

めてお り、住民自治の理念から首長も選挙で選出することとされて

いる。 このよ うに、憲法は国政 レベルの選挙 と地方 レベルの選挙に

お け る代 表 選 出 の あ り方 につ い て 異 な る定 め を設 け て い る。

しかしながら、選挙は国政レベル地方レベルともに選挙制度を通

じて初めて行使 しうるものであり、共通の選挙制度を前提にしてい

る以上、国政レベルの選挙に関する原則は地方 レベルの選挙におい

ても適用される (甲B15: 湯浅墾道 「被選挙権の法的性質をめぐる

近時の議論」選挙研究 24巻 2号 58~59 頁参照 (2009 年 )) 。その

ため、憲法 43条 1項の 「全国民の代表」は 「全住民を代表する」と

読み替えられる (甲B16: 芹沢斉他編 『新基本法コンメンタール憲

法』 485 頁参照 〔渋谷秀樹〕 (日本評論社、 2011 年 )) 。憲法 43

条 1項の趣旨は地方議会議員選挙及び都道府県知事選挙における被
選挙権 についても妥当す る。

ウ 憲法 15条 1項の趣旨は地方公共団体における被選挙権にも妥当
する

憲法 15条 1項が定める国民の公務員任免権の対象は、国民主権原

理を媒介にして地方公共団体にも及ぶ。最判平成 7年 2月 28 日民集 4

9巻 2号 639 頁は 「国民主権の原理及びこれに基づく憲法 15条 1項の

規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要
素を成す ものであることをも併せ考えると、憲法 93条 2項にい う

『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意

18



味する」と判示 し、憲法 15条 1項の趣旨が地方公共団体の選挙にも

及ぶとした。前述のとお り、被選挙権は選挙権と表裏の関係のもの

として憲法 15条 1項により保障されるのであるから (前掲最大判昭

和 43年 12月 4日刑集 22巻 13号 1425 頁 ) 、憲法 15条 1項 の趣 旨は地

方公共団体の選挙における被選挙権についても妥当する。

工 憲法15条3項及び憲法44条但書の趣旨は地方公共団体における
被選挙権にも妥当する

普通選挙制度に関する憲法 15条 3項及び憲法 44条但書の趣旨も地

方公共団体の選挙における被選挙権に及ぶ。

「普通選挙制度 は、財産、性別 、教育等 に よって選挙権 ・被選

挙権を制限する制限選挙制度に対するもので」、国民の諸々の属性

によって 「選挙権 ・被選挙権 を制限す ることな く」、成年者で さえ

あれば一律にこれ らの権利を認める選挙制度である (甲B17: 杉原

泰雄 『憲法ロ統治の機構 《有斐閣法学叢書》』 177頁 (有斐閣、 19

89 年 )) 。

まず、憲法 15条 3項は選挙一般における普通選挙の原則を定めた

ものであ り、この保障が被選挙権 にも及ぶ以上、同条の 「公務員」

には、地方公共団体における選挙の被選挙権も当然含まれる (前掲

芹沢他編 485頁参照 ) 。また、憲法 44条但書は選挙人の資格の平等

のみならず議員の資格たる被選挙権の平等をも保障するところ (前

掲杉原憲法 n177 頁参照 ) 、佐藤幸治教授が 「憲法 44条は、国会議

員の被選挙権について、選挙権の場合と同様に差別を禁止 している。

このような国会議員の被選挙権についての考え方は、その他の公務

員の被選挙権についても妥当する」 (前掲佐藤 441 頁 ) と説明する

ように、普通選挙制度における平等取 り扱いの要請は地方公共団体

の選挙における被選挙権にも準用される (前掲芹沢他編 485頁 ) 。

憲法 15条 1項、 3項及び 44条但書の趣 旨は被選挙権についても妥

当す る。

オ 小括

以上のとお り、平成 17年最大判が審査基準を導 くために掲げた

憲法上の要請は、いずれも被選挙権においても妥当する。被選挙権

19
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平成 25年地判は、成年被後見人か ら選挙権及び被選挙権を剥奪

していた当時の公職選挙法 11条 1項 1号の違憲性が問題 とされた事

案である。この制度の下では、成年被後見人である限りは選挙権が

一律で剥奪されていたものの、成年被後見人については、後見人等

が家庭裁判所に対 して後見開始の審判の取消し (民法 7条 ) を申し

立てることで再び選挙権を行使する地位を回復する余地がある。

これに対 し本件の原告 らは、そのような回復の制度す ら全 く設

け られていない。剥奪の程度 は絶対的であ り、平成 25年地判 の事

案より、権利侵害の程度は高い。平成 25年地判を踏まえるならば、

本件においても、少なくとも平成 17年最大判基準が用いられなけ

ればな らない。

ウ 令和4年最大判の事案より平成17年最大判基準を適用する必要
性が高い

最大判令和4年は、在外国民が最高裁判所裁判官国民審査におけ
る審査権を剥奪されていることの違憲性を審査するに当たり、平成

17年最大判基準 を用いた。 その根拠 としては、 「審査権が国民主

権の原理に基づき憲法に明記された主権者の権能の- 内容である点

において選挙権 と同様の性質を有することに加え、憲法が衆議院議

員総選挙の際に国民審査を行 うこととしていることにも照らせば、

憲法は、選挙権 と同様に、国民に対 して審査権を行使する機会を平

等に保障しているものと解するのが相当である」として選挙権と同

じ国民主権原理を挙げる。

この判示に即 して被選挙権の性質を分析すると、 「国民主権の

原理に基づ」く 「主権者の権能として」、被選挙権は 「選挙権の自

由な行使 と表裏の関係」 (前掲昭和 43年最大判 ) にあり、 「選挙

権と同様」とされた審査権以上に選挙権に匹敵する性質を有する。

被選挙権の剥奪は審査権の剥奪以上に国民主権原理を殿損する。
加 えて、 これ は平成 17年最大判 自体 に もあてはまることだが、

多くの場合海外に居住するのは自分の意思であり、日本に居住 して

いれば選挙権や国民審査権を行使できた。その点で権利の剥奪は、

居住場所とい う流動的で相対的な要素に起因する。他方で被選挙権

の年齢 要件 は絶対的である。 25歳又 は 30歳 に満 たない国民は、 ど

21
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行為であり、主権の直接の行使である。選挙の機会においてのみ行

使 される選挙権と異なり、被選挙権を行使 して自治体の長に就任 し

たり、議会の議員に選任 された場合には、主権の行使は日々の業務

なのである。被選挙権の剥奪は、選挙権の剥奪以上に直接的な主権

行使の機会の剥奪である。

イ 被選挙権の剥奪は、選挙権以上に民主政の過程での回復が困難

である

選挙権の剥奪に厳格な審査が必要な理由は、 「国民が、憲法で

保障された基本的権利である選挙権の行使に関し、正当な理由なく

差別的取扱いを受けている場合には」裁判所こそが 「民主的な政治

過程の正常な運営を維持するために積極的役割を果たすべき」であ

るからとされる (平成 17年最大判 ・泉徳治補足意見 ) 。選挙権を

剥奪された法律を改正するためには、選挙を通 じて代表者を選任 し

なければな らないが、選挙権がない以上 これができない、だか ら選

挙権剥奪は原則 として許 してはならず、剥奪がなされた際には民主

政の過程の外 にい る司法が厳格 に審査す る、 とい うロジックである。

被選挙権は、民主政の過程における回復が選挙権以上に困難で

ある。確かに選挙権の剥奪は、他の基本権と比 して民主政の過程に

おける回復が困難な傾向にあるが、とはいえ選挙権の剥奪に関して

は、当該剥奪されている選挙権を回復すれば自身にとって有利な効

果をもたらすと考えて、選挙権の拡張を目指す政治家 ・政党が出て

くる可能性はある。選挙権年齢の引き下げが行われたことが好例で

ある。 しかし、被選挙権の剥奪は、その性質上すべての現職政治家

に とって競争相手 を減 らす とい うメ リッ トを持つ。前述 した とお り、

現職政治家、特に政権を保有する与党政治家にとって、被選挙権の

範囲を決めることは典型的な利益相反なのである。 このことは、戦

後間もない時期に設定された不合理な被選挙権年齢が 70年以上に

わたり維持され続けていることからも明らかである。

ウ 公務就任権の行使である

憲法 15条 1項は、国民主権原理に基づき、国民が公務に就任する

権利 を保 障す る。最判 平成 17年 1月 26 日民集 59 巻 1号 128 頁 は、

「住民の権利義務を直接形成 し, その範囲を確定するなどの公権力
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の行使に当たる行為を行い、若 しくは普通地方公共団体の重要な施

策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするも

の」の職務の遂行について、 「住民の権利義務や法的地位の内容を

定め、あるいはこれ らに事実上大きな影響を及ぼすなど、住民の生

活に直接間接に重大なかかわりを有するものである」から、 「国民

主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在 り方

については日本国の統治者 としての国民が最終的な責任を負 うべき

ものであること (憲法 1条、 15条 1項参照 ) に照 らし」、 日本 国籍

者がかかる公務員に就任することが想定されると判示する (同 134

頁以下 ) 。 これ は、国民主権原理 (前文、憲法 1条、同 15条 1項 )

が、国家意思の形成が国民に行われることを要求することのみなら

ず、実際の意思決定それ自体やその実現も国民によって行われるこ

とを求めるものであることを前提とし、その裏返 しとして国民に公

務就任権を保障したことを明らかにしたものである。地方公共団体

の長やその議会の議員になって、自治体の執行権を行使 したり、条

例を制定する行為は、かかる公務就任権の行使である。

被選挙権の剥奪は、当該立候補 しようとした国民の公務就任権

を剥奪す るとい う点で、選挙権の剥奪 よ り一層、国民の権利侵害の

度合いが大 きい。

工 職業選択の自由の行使である

地方議会の議員や地方 自治体の長になることは、公務就任権の

行使にとどまらず、職業選択の自由の行使でもある。政治家のみな

らずすべての専業公務員には俸給が与えられる。それぞれの公務員

はその俸給により生計を立てる。公務員は一つの職業にほかならな

い。 「職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動」

であるとともに、 「これを通 じて社会の存続 と発展に寄与する社会

的機能分担の活動」であり、 「各人が自己のもつ個性を全 うすべき

場として、個人の人格的価値 とも不可分の関連を有する」とされる

(薬事法違憲判決 ・最大判昭和 50年 4月 30 日民集 29巻 4号 572 頁 )

職業選択の 自由の制約には多様 な形態があるが、その中でも

「法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行

を許 し、それ以外 の者 に対 してはこれ を禁止す る」、いわゆる許可

制は、一般に 「単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超え
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て、狭義における職業の選択の 自由そのものに制約 を課す るもので、

職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しう

るためには、原則 として、重要な公共の利益のために必要かつ合理

的な措置であることを要」するとされる (前掲薬事法違憲判決 ) 。

翻 って、被選挙権年齢 は、 25歳又 は 30歳未満 の者 はいかなる他 の

要件 を満た していても 「許可を与え」 られ ることは一切 ない。 これ

らの年齢の者にとっては単なる許可制よりも一層 「強力な制限」と

なる。被選挙権の剥奪は、職業選択の自由の制約の中でも最強度の

ものであ り、国民の権利侵害の度合いは大きい。

オ 小括

以上のとお り、被選挙権の剥奪は選挙権の剥奪以上に司法によ

る厳格な審査が求められる。被選挙権の剥奪に対 し、裁判所は平成

17年最大判基準を超えるとも劣 らない厳格な審査で臨まなければ

な らない。

( 6 ) 小括

平成 17年最大判が選挙権侵害についての違憲審査基準の定立に

際して考慮 した要素は、いずれも被選挙権侵害においても妥当する。

歴史的に被選挙権の制限が民主主義の後退をもたらしたことを踏ま

え、国会に被選挙権剥奪の立法裁量を認めるべきではない。平成 1

7年最大判が厳格審査の根拠として挙げた各条文の趣旨は被選挙権
の剥奪にも妥当す るし、それ どころか、被選挙権の剥奪については

従前平成 17年最大判基準の適用が認められた、投票困難者、成年

被後見人、在外国民の国民審査権の剥奪よりも一層、厳格審査が要

求 され る性質が認 め られ る。加 えて、被選挙権の剥奪は、主権の直

接行使の機会の剥奪であり、選挙権以上に民主政の過程における回

復が困難であり、憲法上保障される公務就任権や職業選択の自由に

対する強度の制約である。

以上からすれば、本件では最大判平成 17年基準 と同等かそれを

超える厳格な基準が適用されなければならない。剥奪を正当化する

やむを得ない事 由がない限 り、その剥奪は違憲である。
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3 原告らの被選挙権を制限することが選挙の公正を確保するため
のやむを得ない手段とはいえない

公職選挙法 10条 1項 3号乃至 5号はそれぞれ都道府県知事の被選挙

権年齢を満 30歳以上、都道府県等議会議員及び市町村議会議員の
被選挙権年齢を満 25歳以上 と定めているが、被選挙権年齢を上記

各年齢に定めるやむを得ない事由はない。地方議会議員及び都道府
県知事の被選挙権年齢を25歳又は 30歳 とする本件規定は違憲無効

で あ る。

(1) 被選挙権年齢を高く設定する合理的理由はない

ア 本件規定は明治憲法の残淳である

西欧近代国家を目指 した明治政府は、 1889 年に衆議院議員選挙

法を制定 して代表民主制度を導入 した。選挙権は25歳以上の臣民

男子で、直接国税 15円以上を納める者などとされ、被選挙権は 30

歳以上の臣民男子で、直接国税 15円以上を納める者などとされた。

これ らの条件について必要性や合理性に関する特段の議論はなされ

て お らず 、 当時 の ヨー ロ ッパ 、特 に 「プ ロシヤ 、 オ ー ス トリア の東

欧専制国のものが主としてモデルにされた」 とされる (前掲柚 18

頁以下 ) 。制定の中心を担った伊藤博文は、後に同法改正を提案す

る際に、当初の制定法は 「未だ嘗て経験のない所であります故に政

府に於ては深く之に注意を加えて成るべく憲法上の進行を平穏に運

ぼうと用心を致して搭えました故に資格の上に於ても余程高めてあ

ったのであります」などと述べていた (甲BI9: 衆議院事務局 『衆

議院議員選挙法改正案の沿革』 122頁 (1919 年 )) 。

1900 年に初めての法改正が行われた。選挙権の納税要件が緩和

され、選挙人の人数が倍増 した。被選挙権は納税要件が撤廃 された。

1919 年 の改正では、主 に選挙 区や議員定数 が変更 され、選挙権 の

納税要件が更に引き下げられたが、被選挙権の各種要件は維持され

た (前掲柚 20頁以下) 。

1925 年 にはいわゆる普通選挙が導入 され、選挙制度 は一気 に身

近なものとなった。導入に際 し、政府は被選挙権年齢を25歳に引

き下げる案を提出したが、枢密院がこれを拒み 30歳に維持 された。

枢密院には、 「青年の軽視、警戒」、 「社会主義思想 をふ くめてひ
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ろく現状革新的思想、運動に対す る、恐怖、嫌悪、警戒」、 「人民

を愚民 とみ る考 え方」があった とされ、これは同 じタイ ミングでな

された治安維持法の緊急上程 と通底する態度であった (前掲柚 74

頁 ) 。

当時の議論においても、本来であれば 「選挙権、被選挙権 とも

民法 の成人年齢 20年 と同一 にすべ き」 との意見があったが、天皇

主権の帝国主義国家において、枢密院を筆頭に政府の一部では普通
選挙の完全なる実現に対 しては抵抗が強かった (前掲柚 86頁 ) 。

当時の若槻内務大臣は普通選挙法案について 「民主主義ということ

を土台に して立案 したのではないか とい う御質問であ りま したが、

全然さようなことはありませぬ」、 「国民の政治能力が十分に発達

すれば、すべての国民とともに政治をするのが立憲政治を御布きに

なったはじめからの御趣旨であるのであります」が 「ただ国民の政

治能力が十分に発達 しませぬときは、そのなかの政治能力の発達し

たもののみに選挙権をあたえておく」 (前掲柚 78頁 ) と答弁 して

いる。すなわち、民主主義の理念を貫徹するための普通選挙の導入

とい う統治原則の変更ではなく、天皇主権という大原則の下で、従

来の制限選挙を程度の上で拡大するという姿勢だった。この姿勢こ

そが、選挙権 ・被選挙権 ともに、 「普選の枠 内でできるだけ制限的

にとい う態度と、相当の思慮の円熟という要求とが年齢要件を高め」

させ る要因 となった (前掲柚 86頁 ) 。

この よ うに、 1925 年 当時の普通選挙法 は、 「民主主義 とい うこ

とを土台に」 した ものではない。選挙権 ・被選挙権は天皇 ・政府が

「あたえておく」ものにすぎず、与えるにふさわしい 「政治能力」

が十分に発達した国民か否かは、政府が自由に決めることができる、

とい う考 えに基づ くものであった。 かか る考 えを土台 としつつ、

「青年 の軽視、警戒」や愚民思想が結びつ くことで、若者 にはでき

るだけ参政権を与えないでおく、とい う制度設計がなされ、成人年

齢よりも被選挙権年齢が高められたのである。 1925 年の普選法が

被選挙権年齢を 30歳にしたことについては、 「本来ならば被選挙

権の年齢はできるだけ低くし、選挙人の選択能力にまかせるべきも

のであるが、老年尊重の考え方と衆議院議員の選挙人の選択範囲に

ついても特別に制限を加えたい意図とが、 30年の年齢要件を規定

した」 とされている (前掲柚 86頁以下 ) 。選挙権 ・被選挙権の年
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どなく、天皇主権当時と同じく、参政権は政府が国民に与えるもの

とい う感覚が維持 されていた。 このことは改正要綱の策定担当者

(堀切善次郎内務大臣 ) が、第 89回帝国議会衆議院の選挙法改正

委員会において、改正の趣旨を 「教育文化の普及状況、一般民衆の

向上、殊に戦時中に於きましての社会経済活動の実際に徴 しまして、

近時青年の知識能力著 しく向上し、満二十年に達しました青年は、

民法上の行為能力を十分に持って居 りますのみならず、国政参与の

能力と責任観念に於きましても、欠くる所がないものと存ぜ られる」

(甲B21: 全国選挙管理委員会 『選挙制度国会審議録 第一絹』 5頁

以下 (1951 年 )) と説明した り、女性参政権について 「今 日に於

きましては一般に教養も進み、殊に近時或いは男子に伍 し、或いは

男子に代 り、或いは男子なき後を守って活動致 しました実情に致し

まするとき、選挙権行使に支障なき段階に達して居るものと認めら

れ る」な どと説明 しているところか ら見て取れ る。 これ らの説明は、

1925 年の普通選挙導入時に若槻内務大臣が 「民主主義 とい うこと

を土台にして立案 した」ものではなく、 「国民の政治能力が十分に

発達すれば、すべての国民とともに政治をするのが立憲政治を御布

きになったはじめからの御趣旨であるのであります」が 「ただ国民

の政治能力が十分に発達しませぬときは、そのなかの政治能力の発

達 したもののみに選挙権をあたえておく」と答弁 したこととその意

を同じくする。結局、戦後間もない時期になされた選挙権 ・被選挙

権の年齢設定は、治者 と被治者の自同性を理念とする国民主権原理

に依拠 したものではなく、政府が能力のある国民に参政権を与える

とい う戦前の発想 を引きず るものであった。

地方選挙制度改革 も同様で、政府は 「きわめて保守的な姿勢を

とっていた」 (前掲柚 225 頁 ) 。他方で総司令部 は、いわゆるマ ッ

カーサー憲法草案の中に地方自治を独立の章として設けるなど地方

自治改革に積極的で、地方自治体の長及び地方議会の議員について

は直接 ・普通選挙で選ばれるべきであるとしていた。政府は知事の

選任を間接選挙 とすることを要求 していたが、総司令部からは、

「地方 自治の問題、 ことに府県制度 の民主化の問題 は ・・最 も重要

な課題 とされてお り、また極東委員会でも各国はこれを重要とみて

いる」などと応答 した (前掲柚 222 頁以下 ) 。最終的に総司令部の

意向から、全体の制度 としては大幅に民主化されたものが導入され
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たが、被選挙権年齢 については、知事 については 30歳 、市 区町村

の議員 については 25歳 とされた。

参議院について、政府は当初貴族院の改革にとどめようとして

いたが、総司令部か らそれであれば一院制に と提示 され、やむな く

二院制の導入を決めつつ、できる限り民主的な機関とはならないよ

う議論が重ねられた。当初の政府の構想では間接選挙や推薦制、職

能代表制などが構想 され、かつ被選挙権は40歳 と設定されていた。

最終的に 「総司令部の民主的原則に対する強い要求の前に」政府も

妥協 し、被選挙権年齢は 30歳 とされ、直接選挙が導入 されるに至

った (前掲柚 226 頁以下 ) 。

その後、 1950 年 にこれ らの各選挙法 を統一す る形 で公職選挙法

が制定され、また 1952 年に同法の改正がなされたが、被選挙権年

齢は今 日まで改正されることなく維持され続けている。天皇主権の

観念が抜けきらない議員たちによって、選挙権や被選挙権は政府に

よって国民に与えられるものとい う発想の下、民主的原則を強く求

める総司令部に対 し、戦前の年齢から引き下げることである程度の

民主的要請に応えたとの姿勢を見せるために、特段の議論も合理性

もないままに設定されたのが、現行の被選挙権年齢なのである。

イ 政府は被選挙権年齢が高く設定された理由の合理性を説明でき
ていない

戦後 これまでの間に、選挙制度改革の議論において被選挙権の

年齢が選挙権年齢よりも高く設定されている趣旨について国会で言

及 されたことが何度かある。いずれ において も政府 は、 「自分たち

の代表を選ぶ権利あるいは能力とい うものは成人年齢 と同じ二十で

与えて もいいかもしれないが、一定の公職 につ くとい うことであれ

ば、やはりある程度の経験を積んで、相当の知識や豊富な経験を必

要とするのではないかとい うことで、現在の被選挙権年齢が定めら

れている」とか (甲7別表 1: 第 143回国会 「衆議院地方行政委員会

会議録第2号」 〔牧之内隆久自治省行政局選挙部長発言〕 (平成 10
年 10月 6日)) 、被選挙権年齢は 「社会的経験に基づく思慮と分別

を踏まえて設定されている」 (甲7別表 1: 第 198回国会 「衆議院政

治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第2号」
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〔石田真敏総務大臣発言〕 (平成 31年 4月 2日)) などと答弁 して

い る 。

しか し、 これ らは全 く合理性 の説 明 となっていない。本来求 め

られる説明は、 25歳未満の人間は 「公務に就 くための相当な知識

や経験」がなく、他方で 25歳を超えるとこれ らが身につくことを

裏付ける、科学的根拠や知見である。政府の説明は、一定の年齢制

限を設ける立法目的の正当性を説明しようとしているだけで、その

手段の合理性を全く説明していない。他の基本権の侵害ではありえ

ない姿勢である。政府が手段の合理性に関するまともな説明をした

ことがないとい うことは、被選挙権年齢を選挙権年齢より高く設定

することについて、合理性やメリットを裏付ける科学的知見とか実

証研究などが一切存在 しないことを示 している。喫煙や飲酒の年齢

制限であれば、肉体的な成長期にある若者に与えるダメージが相対

的に大きいとい う医学的な根拠がある。小学校や中学校の入学年次

を年齢により一律に決めている制度設計についても教育学に基づく

統計的な知見がある。 しか し、被選挙権年齢 については、このよ う

な根拠 が一つ もない。 25歳未満 である と一律 で 「相 当な知識や豊

富な経験」も 「社会的経験に基づく思慮と分別」もないけれども、

25歳以上 になる と一律 で これ らが身 につ く、 とい うのは単なる思

い込みと若者に対する偏見に過ぎない。

ウ 社会経験や思慮分別による被選挙権年齢の設定に合理性はない

そもそも、政府が被選挙年齢の制限について正当化を試みるた

めに述べ る立法 目的の正当性、すなわち、公務 につ くためには相 当

な知識や経験を必要としたり、社会的経験に基づく思慮と分別が必

要とすること自体、実は国民主権原理やそれに基づく普通選挙の理

念と真っ向から反する。これは結局、自分たちに利害の薄い選挙権

なら成人年齢で 「与えてもいい」といった発想、裏返せば自分たち

に利害のある被選挙権には知識や経験を名 目として与えなくても良

いと考える発想に裏付けられている。参政権は政府が好きに与えた

り与えなかったりできるとい う発想に基づいている。被選挙権年齢

をいくつと設定するかは、普通選挙導入前に納税要件をいくらと設

定す るか と同様、政府が 自由に決 めて良い と考 えているのである。

結局政府の答弁内容は、国民主権原理の下では被選挙権を含む参政
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権は主権者である国民が当然に保持するものであって、その制約に

は合理的な理由が必要、という観点の欠如を物語る。

また、思慮分別に基づき国民の権利を制限するとい う思想は、

優生思想 と同根である。義務教育を受けていない者や障がい者の立

候補制限等の差別にも繋がりかねない危険な思想であり、このよう

な思想が立法事実になっていること自体が不相当と言わざるを得な

い。憲法 44条但書は主権者たる国民の平等な政治参加を実質的に

保護するために被選挙権 (「議員 … の資格」 ) の差別禁止を定

めている (⑬前掲芹沢他編 318頁参照 ) 。同条は 「教育」による被

選挙権差別を禁止するが 「ここに 『教育』とは、ひろく知能の意味

である。かな らず しも学校 の経歴 のみを意味す るのではない。た と

えば、なん らかの考査方法によ り、知的な能力 を調査 し、その結果

によって ・・被選挙権 について差別す ることは、本条 にい う 『教育』

による差別に該当する。」 (甲B22: 宮沢俊義 (芦部信喜補訂 )

『全訂 日本国憲法 (第 2版全訂版 ) 』 358頁以下 (日本評論社、 19

78年 )) 。 「思慮分別」に よる差別 的取扱 いは、 「教育」 に基づ

く差別 にほかな らない。

思慮分別や社会経験によって代表者を選別するとい うことは、

選挙における投票によって行われるべきものであるし、実際に行わ

れている。主権者である選挙人は、立候補者の経歴や公約、素行や

選挙活動に対する評価を通 じて、立候補者の相当な知識や経験の有

無、社会的経験に基づく思慮と分別の有無などを考慮 し、最終的に

誰に投票するのかを決定する。実際、 25歳や 30歳以上の立候補者

について、思慮分別や社会経験の有無を要件 とはしていない。立候

補前に思慮分別のテス トを受けさせることも、社会経験の有無を立

候補届に書かせるなどとい うこともしていない。政府 自身、実際は

そのような審査は選挙人に委ねれば良いと考えているからである。

- 要素でしかない年齢をもって立候補 自体を不可能とすることは、

選挙人の投票の自由を剥奪することにもつながる。

工 若者は低能力であるという前提は近時の研究成果に反する

思慮分別を理由に被選挙権年齢を高く設定したという政府の説
明は、若者 の思慮分別が低いことを前提 に している。 しか し、若者

が一律 で 25歳 ・30歳以上 の人 々 よ り思慮分別 に劣 ってい る とい う
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事実はない。近時の研究によれば子どもや若者は一般的に低能力で

あるとい うステレオタイプを社会から持たれている集団であるとさ

れる (甲23B: 斎藤宙治 『子どもと法 子 どもと大人の境界線をめ

ぐる法社会学』 151~152 頁参照 (東京大学出版会、 2022 年 )) 。

しかし、若者が低能力であるとい う認識 (ステレオタイプ) は根拠

のない偏見に過ぎない (同233 頁以下 ) 。 「人間の基本的認知能力

(作業記憶能力や言語流暢能力 ) は、 16歳までは伸び続けるが、

それ以降は伸びない」 とされ てい る し (同 237 頁 ) 、 「16歳 と 17

歳の青少年の政治的成熟度は、大人と変わらないことが示されて」

いる (同 239 頁 ) 「16歳 の政治的知識、政治的関心、政治的スキル、

政治的有効性、寛容性、社会奉仕活動は、すでに大人 と同水準であ

るこ とが明 らかに され て」い る し、 「16歳 はすでに多元的な複雑

な市民 (citizenship) の概念 を持 ち合 わせ てい る」 とされ る

(同 240 頁 ) 。 「学齢期の子 どもたちは、大人の権威による指導な

しに自律的な意思決定をすることができ、自分たち自身のコミュ

ティー (学校 ) を民主的に運営することができ、自分たち自身の司

法的な制度を運営することまでできる能力を持つ」とされるのであ

る (同 243 頁 ) 。若者 = 低能力であるとい う偏見に基づき、 25歳又

は 30歳未満の者に被選挙権を与えないとい う現在のルールは不合

理 な差別 であ り、憲法 14条 1項 に反す る。 これは、 日本 において女

性に選挙権年齢が認められていなかったことが女性への偏見 ・差別

に基づいていたことと同様である。

実際、本訴訟 の原告 らは知識 ・経験 ・能力 を有 した若者 である。

原告らはこれまでの社会経験やそこから得た問題意識に基づいて今

回の統一地方選挙に立候補 している。以下に示す原告 らの経験や思

考、立候補動機などをみれば、原告 らが 25歳又は 30歳未満でも

「相当の知識や豊富な経験」を有し、また 「社会的経験に基づく思

慮と分別」をもった十分に成熟 した人格を有していることが分かる。

原告能係桃子は、大学で選挙ボランティアに携わったことがき

っかけで若者の政治参加が盛んなデンマークに留学し、同世代の若

者の政治意識の高さに触発 されて、若者の政治参加を身近なものに

す ることを 目的 とす る一般社団法人 NOYOUTH NO JAPAN( 以下

「NYNJ 」 とい う。 ) を設立 した。 NYNJ では選挙の都度若者 による

政策討論会を開催 し、国会議員を毎週呼ぶなどして若者の要望を伝
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える活動に取 り組んでいる。原告能傑桃子は、その過程で、被選挙

権年齢問題を含む若者の政治参加に本気で取り組む議員の少なさを
知 り、司法を通 じた問題解決の途を模索するようになった (甲A

8: 陳述 書 ) 。

原告吉住海斗は、自身の児童養護施設で育った経験を踏まえて、

児童養護施設への就職のミスマッチによる離職率の高さを解消する

ために、児童養護施設内部の雰囲気を可視化する求人プラットフォ

ームを作ることに尽力した。大学卒業後はブランディング会社に就

職 したが、児童養護施設出身者の声を政治に反映させるために政治

家 となることを希望 している (甲A9: 陳述書 ) 。

原告中村涼香は、長崎県出身で被爆者の祖母を持つ被爆三世で
ある。高校時代から核兵器を世界からなくすことを目指 して核兵器

廃絶運動に取 り組んでお り、大学では同世代の仲間たちと核兵器廃

絶 を推進す る団体 KNOW NUKES TOKYO を立ち上げた。各地での講

演活動をとおして核兵器廃絶のための草の根活動に取 り組んでいる。

原告中村涼香は、核兵器廃絶に関するヒアリングの中で、若者であ

るとい うだけで年長者から適当にあしらわれたり罵声を浴びせ られ

たことが何度 もあった。そ うした中で、若者 に共感 し若者 の声を代

弁する若い世代の政治家の存在が必要であると考えるようになった

(甲 AIO: 陳述書 ) 。

原告 は、長崎県出身で、女性蔑視的な文化が残る環境

で生まれ育った。 「男性陣が上座に座って女性に酒をつがせていて、

なぜ女性は座ってご飯を食べてはいけないのだろう」とい う違和感

か らジェンダー問題 に関心を持つ よ うになった。その後アメ リカに

留学してジェンダーに関する多様な価値観に触れる中で、性別分業

的な倫理観は時代に適さないものであると考えるようになった。原

告 は、ジェンダーと立候補年齢の問題は、性別や年齢で能

力に大きな違いがないにもかかわらず偏見から差別が助長 されてい

る点で問題構造は同じだと感 じている。政治の世界に女性や女性の

意見に理解のある人々が増えなければ女性の意見を踏まえてルール

を変えることができないのと同様に、議会に若者が増えなければ若

者の意見を踏まえたルールをアップデー トしてより良い社会を創る

ことはできない と考 えてい る (甲AII: 陳述書 ) 。
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原告久保遼は、原子力発電所が多 く存在する福井県で生まれ育

った。中学生の時、原子力発電所を巡る賛成派反対派の意見を聞く

中で反対派の声と実際の政策の間に大きな爺離があること、政治が

全 く地元の人たちに寄 り添っていない ことな どを知 り、市民一人 -

人が政治に関わっていかな くてはな らない と考 えるよ うになった。

高校では、フランスや台湾で政治参加のための多様なルー トが開か

れていること、韓国の若者の政治意識の高さ等を知 り刺激を受けた。

その後原告久保遼 は、大学で NYNJ のメンバー とな り若者 の政治参

加を促進するようになった。原告久保遼は、被選挙権年齢の引き下

げにより若者は学生時代に感 じた問題意識をそのまま政治の場にも

って行くことができるようになり、また若者が感 じる社会課題 (環

境問題や学費問題 ) に共感 してそれを政治の場で代弁できるのは若

い世代の政治家であるから、被選挙権年齢を引き下げて、より多く

の若者が政治に参加する途を開くべきであると考えている (甲A1

2: 陳述 書 ) 。

原告中村涼夏は、鹿児島県指宿市で生まれ、種子島の海で毎 日

の よ うに遊びなが ら育った。 4歳で名古屋 に引っ越 して、ヘ ドロで

濁った海を見て種子島の自然は決 して当た り前のものではなくとて

も恵まれた環境だったことを強く感 じ、次第に環境問題や自然問題

に取 り組む科学者やNGO の活動家になりたいと考えるようになった。

高校では世界 自然保護基金 (WWF) が主催する自然環境ツアーに参

加する他 自分自身で九州北部の水田めぐりツアーを企画した。さら

に、 2020 年 1月 に は グ レタ ・トゥー ンベ リ氏 が 立 ち上 げ た F r i d a y s

F or Future の 日本支部 を設立 して気候変動 に関す る提言書や声明

の発信などにも取 り組んだ。大学進学後は、気候変動について小泉

進次郎環境大臣との意見交換を行い、国会で意見陳述をする機会も

得た。気候変動問題をとおして様々な政治家と話 し合 う中で、自分

たちと同じような危機意識を持つ政治家はおらず、若者の声は政治

の世界に届かない と感 じるよ うになった。 COP27 な どの国際会議 に

は自分と同じ年代の若者が議員がとして参加するのをよく目にした

が、日本の議員をそのような国際会議で目にすることはほとんどな

かった。原告中村涼夏は、若者の代弁者が生まれない大きな原因は

、被選挙権年齢が 25歳や 30歳に設定されていることにあると考え

てお り、もし自身に被選挙権が認められるのであれば、同じ問題意
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識 を持つ議員や首長 と一緒 に活動 したい と強 く願 ってい る (甲 A1

3: 陳述 書 ) 。

以上 はほんの一例で、 25歳又 は 30歳未満 の者 で も成熟 した人格

を有す る国民は枚挙 に暇がない。彼 らが一般 的な 25歳又 は 30歳以

上の国民よりも一律で 「相当の知識や豊富な経験」がなく、また

「社会的経験に基づく思慮と分別」がないと決めつける根拠はどこ

に もな い。

オ 被選挙権以外は 18歳から認められている

18歳以上の国民は主権者 として選挙権が与えられる。主権行使

の最たるものである憲法改正の国民投票にも参加できる。私法上も、

成人として行為能力が認められて契約を単独で締結することができ

る。訴訟を起こすこともできる。法人を設立して代表取締役になる

こともできる。裁判員 (裁判員法 13条 ) や検察審査員 (検察審査
会法4条 ) 、農業委員会委員 (農業委員会法8条参照) や漁業調整
委員会委員 (漁業法 138条 4項 1号 ) 等の公職に就任することができ

る年齢 も全て 18歳である。国務大臣のうち過半数に満たない数ま

では議員以外の民間人を選任できるところ (憲法 68条 ) 、法律上、

その年齢制限はないから25歳未満で国務大臣になることもできる

(内閣法参照 ) 。近年、司法試験に合格 した高校生が話題 となった

が 、 制 度 上 は 2 0歳 前 後 で 弁 護 士 や 裁 判 官 に も な れ る。

公職選挙法は地方議会における公務を遂行するうえでどのような

知識 ・経験 ・能力が必要であるのか何一つ具体的に示 していない。

18歳以上であれば上記 に述べ た公職 には就 くことがで きるのに、

地方議会議員や都道府県知事には就くことができないとする合理的
理由はない。地方議会の議員には思慮分別や社会経験が求められる

が、裁判員や検察審査員には求められない、などとい うことはあり

えない。 しかも裁判員や検察審査員などの職業には民主的統制の仕

組みがないにも関わらず年齢制限は設けられておらず、他方で地方

自治体の長や議員などには選挙による選抜という民主的統制の仕組

みがあるにも関わらず、なぜかここにだけ制限が設けられているの

で あ る。

力 小括
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権年齢も 18歳 と定めている国が多い。欧州評議会欧州地方 自治体

会議の報告書によれば、加盟国 47カ国中 35カ国が地方議会の被選

挙権年齢を 18歳 と定めている (甲B27: 欧州評議会欧州地方 自治体

会議編 「地方公 自治体の選挙における立候補基準 /原文 :Criteri

a for standing in local andregional elections 」 8 頁 参

照 ) 。

これ らの国ももとから被選挙権年齢を 18歳 としていたわけでは

ない。 ここ 20 、 30年 ほ どで引き下げ られた国が多い。 引き下げの

経緯は様々だが、例えばイギリスでは、選挙管理委員会が 「被選挙

権年齢の規定により包括的に立候補を規制 しなくても、選挙人は選

挙を通 じて公選職にふさわしい人物か否かを決められる」等の勧告

をし、これを受けて立法により被選挙権年齢が選挙権年齢 と同じ1

8歳にまで引き下げられた (前掲国立国会図書館編 66頁 ) 。勧告は、

はじめに 「世界的に最も一般的なアプローチは、選挙権と被選挙権

の最低年齢 を一律 に定めることである」 とした上で、両者 の最低年

齢 に 「差異 を設 けるべきとい う主張は」、 日本政府の立場 と同様、

「有権者になるよりも候補者になる方が人生経験を積む必要がある
とい う考 えに基づいている」が、当時のイギ リスの最低年齢であっ

た 21歳未満 で あって も、 「選挙 を通 じて代表者 になることに関心

があ り、政治家 として適切 に行動できる人がいる」 とした上で、選

挙とい う過程が、 「国民が公職に就 くのにふさわしい人物とそ うで

ない人物を決定する」ために十分効果的で柔軟なメカニズムを提供

してい る とす る。勧告 は最終的に、選挙権年齢 を 18歳 としなが ら、

被選挙権年齢を選挙権年齢に合わせない合理的な理由が見当たらな
い として、 「立候補 の最低年齢 を 21歳 か ら、現在施行 されてい る

最低投票年齢である 18歳に引き下げること」を勧告 したのである

(甲B28: イギリス選挙委員会 「選挙権年齢に関する調査及び勧告

/原 文 :Age of electoral majority,Report and recommen

dations 」 62~63 頁 ) 。

被選挙権年齢を25歳や 30歳 とすることに合理性がないことは、

比較法的にみても明 らかである。
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(4 ) 被選挙権年齢の引き下げは社会からの要請である

また、被選挙権年齢の引き下げは健全な民主主義社会の発展の
ために不可欠な要請である。第“こ、被選挙権年齢の引き下げは議

員のな り手不足問題 の解消にも繋がる。 2023 年 4月に行 われた統一

地方選挙では、地方議員のなり手不足が過去最高となった。 「全国

373 町村議選で総定数の 30.3% に上 る 1250 人が無投票で当選 し」、

「候補者数が定数を下回る議会も20あった」とされる (甲B29: 毎

日新聞 「社説 :地方議員のなり手不足 自治の根幹守る手立てを」

毎 日新聞朝刊政治面 2023 年 4月 21 日) 。各種資料によれば、都道

府県議会 の年齢構成 は 50歳以上だけで 70.7% を占める (甲 B30:

全国都道府県議会議長会 「第 14回都道府県議会提要 (令和元年 ) 」
参照 (2019 年 )) 。町村議会になるとこれが跳ね上が り、平均年

齢 は 64.8 歳 。 60 歳 以 上 70 歳 未 満 で 40.5% 、 70 歳 以 上 80 歳 未 満 で 34.

0% を占め、 50歳以上の合計 は 90.3% にも上 る (甲 B31: 全 国町村

議会議長会 「第 67回町村議会実態調査結果の概要 (令和 4年 ) 」 4

~5 頁参照 (2022 年 2月 )) 。当然ながら 「無投票が増えて選挙が

形骸化すれば ・・地方 自治の根幹」が揺 らいで しま う (同 ) 。現職

議員の地位を守るために地方自治の根幹を脅かすのは民主主義にと

って本末転倒である。

第 2に、被選挙権年齢が引き下げられた場合、これまで立候補で

きなかった世代が立候補す ることによって、候補者が増 えることに

なる。 これは投票 をす る側 に とって選択肢が増 えることに他 な らず、

メリットこそあれどもデメリットはない。被選挙権の剥奪は実は選

挙権の剥奪である。投票 したい候補者がいなければ、選挙権を行使

することすらできない。無投票となればなおさらそ うである。被選

挙権を拡張することは選挙権の実質的保障につながる。

第 3に、被選挙権年齢の引き下げによって 25歳未満の若者の声を

代弁する議員等が増えれば、同世代の若者の投票率が上がり若者全

体の政治参加が促進 される。イギリスでは2006 年に被選挙権年齢

が 21歳から18歳に引き下げられたが、引き下げ前の2005 年時点に

おいては 18歳か ら24歳の若者 の投票率は約 40% であった ところ、 2

017 年 には約 70% まで上昇 してい る (甲 B32: 鈴木隼人 「イ ギ リス

の事例が示す、被選挙権年齢引下げの意義」言論プラットフォーム

40



ア ゴラ (2018 年 3月 18 日)) 。 これ は被選挙権年齢 の引き下げに

よるものであることが強 く窺われ る。

第 4に、政策の内容にも変化が現れる。イェール大学のチャール

ズ ・マ ク リー ン氏 の論 文 (甲 B33: チ ャー ル ズ ・マ ク リー ン 「統 治

機構において若者が少数派であることは社会支出に影響を与えるか

/原 文 :Does the Underrepresentation ofYoung People i

n Pol itical 工nstitutions Matter forSociaI Spendin

g? 」ハーバー ド大学 ウェザーヘ ッ ドセ ンター国際問題研究所 日米

関係プログラム (2021 年 )) によれば、若年の政治家が増えるほ

ど政策は将来志向 となる。若年層の政治家が増 えると、インフラへ

の長期投資を通じて児童福祉への支出を増加 させるなど、若年層の

幸福に影響を与える支出に大きな影響を与えるとされる。

これ らのメ リッ トに比べ、デ メ リッ トはほ とん どない。 しば し

ば政府は、被選挙権年齢を引き下げると知見や社会的経験の観点か
ら相応 くない議員が選ばれてしまうなどと主張するが、これはそも

そも前述のとお り、相応 しいかどうかを政府が審査する点で国民主

権原理と整合 しない。相応 しいかどうかは選挙人の判断に委ねれば

良い。被選挙権年齢の引き下げによって得 られるメリットの方が大

きいことは明 らかである。

( 5 ) 小括

以上のとお り、被選挙権年齢を25歳又は 30歳以上と設定するこ

とに何 ら合理性はない。被選挙権年齢に関する国内外の議論状況を

踏まえると被選挙権年齢を25歳又は 30歳に設定する立法事実はも

はや存在 しない。公職選挙法 10条 1項 3乃至 5号によ り、本件統一地

方選挙における原告 らの被選挙権又はその行使機会を剥奪すること

がやむを得ないと認められる事由は存在 しない。

4 小括

以上のとお り、 日本国憲法は国民主権原理の下、国民に参政権

として被選挙権を保障する。原告 らは行為能力が認められた成人と

して、また憲法改正権力を有する主権者 として、被選挙権を有する。

しかし公職選挙法 10条 1項 3号乃至 5号は年齢要件を設け、原告らの

被選挙権を剥奪する。被選挙権の剥奪には平成 17年最大判基準が
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用いられなければならないところ、被選挙権年齢を25歳又は 30歳

と定めることにやむを得ない事由はない。合理性も必要性も相当性

もない。国民主権以前の時代の残津 として、能力や経験のある国民

に対 してのみ参政権を与えるという愚民思想の現れであり、若者差

別 の発露である。公職選挙法 10条 1項 3号乃至 5号は違憲無効である。

第 4 次回統一地方選挙で被選挙権を行使することができる法的地

位にある (請求の趣旨 1(1)、 2(1)の適法性 )

1 原告能像桃子及び原告久保遼は被選挙権を行使することができ
る地位にある

憲法は、原告能傑桃子及び原告久保遼 (以下 「原告能傑 ら」 と

いう。 ) が統一地方選挙の県知事選挙又は地方議会議員選挙及びに

おいて、被選挙権 を行使できることを保障 してい る。 しか し、本件

規定により原告 らは被選挙権を行使することができなかった。原告

らに被選挙権を行使 させると選挙の公正が害されるといった事情は

皆無である。本件規定は違憲無効であるから、原告らは次回の統一

地方選挙においてそれぞれ被選挙権を行使することのできる法的地

位 にある。

2 適法性

主位的請求 (請求の趣 旨1(1)、 2(1)) は、原告能傑 らが、次回の

統一地方選挙における県知事選挙又は地方議会議員選挙において、
被選挙権を行使することができる地位にあることの確認を求めてい

る。これは実質的当事者訴訟 (行政事件訴訟法 4条後段 ) のうち公

法上の法律関係に関する確認の訴えである。

この請求は法律上の争訟に当た り、また訴えの利益が認められ

るか ら、訴訟要件 を充足す る。

(1) 法律上の争訟である

被選挙権を行使することができる原告能傑 らの地位は憲法に基

づ く法的地位 にほかな らない。紛争の対象は、次回、すなわち判決

宣告後最初の統一地方選挙における地方議会議員選挙及び都道府県
知事選挙における法的地位である。原告能係らが特定の選挙におけ
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る被選挙権を行使できる地位にあるか否かという具体的な権利の存

否に関する現実の紛争であるから、観念的で抽象的な争いではなく、

単なる政治的、経済的問題や技術、宗教上の争いでもない。本訴訟

の 「前提問題」として裁判所の判断に適さない問題についての争い

があるわけでもない。平成 17年最大判 (在外国民選挙権事件 ) で

も令和4年最大判 (在外国民審査権事件) でも、本件類似の請求に
ついて法律上の争訟があることは当然の前提 とされている。本訴は

法律上の争訟に当たる。

(2 ) 訴えの利益がある

確認の利益は、現に存在する法律上の紛争の直接かつ抜本的な
解決のために適切かつ必要である場合、すなわち①確認訴訟を選択

するのが適切であり、②確認の対象の選択が適切であり、③即時確

定の利益 (紛争の成熟性 ) が備わる時に認められる。本訴訟はこれ

らをいずれ も満た している。

ア ①確認訴訟を選択するのは適切

被選挙権はそれを行使することができなければ意味がない。給

付訴訟で慰謝料を得たところで権利行使の実質を回復することはで

きない。このままでは次回の統一地方選挙においても同様の権利侵

害が続 くことは確実である。確認訴訟によらなければ原告能係 らの

権利は救済されない。紛争の抜本的解決のためには確認訴訟による

ほかな く、 これ を選択す ることは必要かつ適切である。

イ ②確認対象の選択は適切

確認の対象は、次回の統一地方選挙時に被選挙権を行使できる
地位である。被選挙権一般の確認を求めているのではなく、次回の

統一地方選挙時に原告能傑らが地方議会議員選挙及び都道府県知事
選挙において被選挙権を行使することができることの確認を特に求

めてい るものであ り、確認 の対象は適切 に選択 されている。

ウ ③即時確定の利益 (紛争の成熟性) がある

原告能傑 らは現 に 2023 年 3月及び 4月 の統一地方選挙 において被

選挙権を行使することができなかった。本件規定の違法確認がなさ
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れない限り、次回の統一地方選挙において原告能傑 らが被選挙権を

行使す ることができないことは確実である。即時確定の利益がある。

工 令和 4年最大判の射程が及ぶ

なお、令和 4年最大判は、本件 と異なり、地位を基礎づける規定

が存在 しない場合においてもなお、本件類似の請求について地位確

認の訴えの利益を認めている。本件では公職選挙法 10条 1項 3号乃

至 5号を削除すれば、立法の手当を要することなく当然に主権者か

つ成年の原告能傑 らに被選挙権が認められることになるから、同最

大判の事例以上に地位確認を求めることは有効かつ適切で、訴えの

利益が認 め られ る。

第 5 次回統一地方選挙で被選挙権を行使させないことは違法であ

る (請求の趣旨1(2)、 2(2)の適法性 )

1 原告能像らに被選挙権の行使を許さないことは違憲である

憲法は、原告能傑らが統一地方選挙の地方議会選挙及び都道府
県知事選挙において、被選挙権を行使できることを保障している。

しかし現実には原告能係 らは被選挙権を行使することができなかっ

た。原告能係 らに被選挙権を行使 させると選挙の公正が害されると

いった事情は皆無である。次回の統一地方選挙において原告能傑 ら

に被選挙権を行使 させない立法裁量はない。被告が、次回、すなわ

ち口頭弁論終結後最初の統一地方選挙までに、本件規定を改廃 しな

い ことにより、原告能傑 らに、当該統一地方選挙にお ける地方議会

議員選挙及び都道府県知事選挙における被選挙権を行使させないこ
とは、憲法に違反す る。

2 適法性

予備的請求① (請求の趣 旨1(2)ア、 2(2)ア ) は、主位的請求が認

められない場合に、被告が本件規定を改廃 しないとい う立法不作為

により、原告能傑 らに次回統一地方選挙で被選挙権を行使 させない

ことが違法であることの確認を求めている。同じく予備的請求②

(請求の趣 旨 1(2)イ、 2(2)イ ) は、被告が原告能傑 らについて、そ

れぞれ 25歳又は 30歳に満たないことを理由に被選挙権の行使をさ
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せないとい う状態を作出することが違法であることの確認を求めて

い る。最大判令和 4年 5月 25 日判決 の判示 に従 えば、いずれの請求

も法律上の争訟に当たり、また訴えの利益が認められるから、訴訟

要件を充足する。

(1) 法律上の争訟である

本請求は、原告能傑 らが立候補届を出しながらその受理を拒絶

された とい う、具体的事実に基づ くものである。紛争の対象は、原

告能係 らについて、次回の統一地方選挙における地方議会議員選挙

及び都道府県知事選挙における被選挙権の行使をさせないことの違
法性の有無である。原告能傑 らに特定の選挙における被選挙権を行

使させないことが違法か否かという具体的な権利の存否に関する現

実の紛争であるから、観念的で抽象的な争いではなく、単なる政治

的、経済的問題や技術、宗教上の争いでもない。本訴訟の 「前提問

題」として裁判所の判断に適さない問題についての争いがあるわけ

でもない。平成 17年最大判 (在外国民選挙権事件 ) でも令和 4年最

大判 (在外国民審査権事件 ) でも、本件類似の請求について法律上

の争訟があることは当然の前提とされている。本訴は法律上の争訟

に 当た る。

( 2 ) 訴えの利益が認められる

最大判令和 4年 5月 25 日判決では、在外国民に対 して次回の国民

審査の機会に審査権の行使をさせないことが違法であることの違法

確認 の訴 えの利益が認 め られた。 同最大判 は、憲法 79条 2項、 3項

により国民に保障された審査権の基本的内容等が憲法上一義的に定

められていることが明らかであるから、在外国民が審査権を行使で

きない状況の下においては、在外国民が有する憲法上の権利に係る

法的地位に現実の危険が生じているとした上で、審査権は選挙権と

同様国民主権原理に基づくものであり、侵害を受けた後に争 うこと

によっては権利行使の実質を回復することができない性質のもので

あり、かつ、違法確認判決が確定した場合には国会において裁判所

がした判断が尊重 されるものと解 される (憲法 81条、 99条参照 )

から紛争解決手段 として有効適切であるとして、違法確認の訴えの

適法性を肯定した。
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本訴訟でもこれらの事情が妥当する。被選挙権は憲法 15条 1項等

によって保障された基本的人権である。原告能傑 らは現に統一地方

選挙において被選挙権の行使ができない状況にあるから、被選挙権

という原告能傑 らの憲法上の権利に係る法的地位に現実の危険が生

じている。また、前述のとお り被選挙権も国民主権原理を根拠にし

ている。ある選挙における被選挙権の行使機会はその一度 しか存在

せず、その機会を逃せば当該選挙における被選挙権とい う主権行使

は二度と行 うことができない。被選挙権の行使機会が剥奪されてい

る場合においても違法確認の訴えは紛争解決手段として有効 ・適切

である。なお、原告能傑 らの被選挙権行使を認める施策を講じてい

ない被告の不作為が処分性を介在 しないものであることからすると、

当該不作為の違法確認を求めることが確認対象として適切であるこ

とは当然である。本訴訟においても違法確認の訴えの適法性は当然

に認 め られ る。

仮に主位的請求 (請求の趣 旨1(1)、 2(1)) が認められない場合に

は、消極的確認 としての予備的請求 (請求の趣 旨1(2)、 2(2)) が認

め られなければな らない。

第 6 国家賠償法 1条 1項の違法 (請求の趣旨1(3)、 2(3)、 3)

原告 らには、憲法によって、統一地方選挙における地方議会議

員選挙及び都道府県知事選挙において被選挙権を行使することがで
きる地位が保障されていた。被告は、原告らが被選挙権を行使する

機会のある地方議会議員選挙及び都道府県知事選挙を実施すべき義
務を負っていた。 しかし、被告は、原告らが現実に被選挙権を行使

するために新たな立法が必要であるにもかかわらず、被選挙権の行

使に必要な諸規定を整備する法改正をせず、この義務を怠った。」

の立法不作為は、国家賠償法 1条 1項の適用上違法である。

1 立法不作為の違法性

前掲最大判令和 4年 5月 25 日は国家賠償法 1条 1項の適用上達法と

なる場合について 「法律の規定が憲法上保障され又は保護 されてい

る権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違

反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な

理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにお
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いては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務

に違反 したもの として、例外的に、その立法不作為は、同項の適用

上違法の評価を受けることがあるとい うべきである」とする。すな

わち、立法不作為が国家賠償法 1条 1項の適用上違法 とされるのは、

①立法内容が違憲であることが明白であり (違憲の明白性 ) 、かつ

②国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠

った場合である (立法府の著 しい不作為 ) 。本件は上記 2要件を満

たしてお り、国家賠償法 1条 1項の適用上の違法も基礎づけられる。

第“こ、前述のとお り原告 らも被選挙権を行使する機会を憲法上

保障 されていた ところ、公職選挙法 10条 1項 4号及び 5号の定めによ

って、原告 らは前回統一地方選挙において被選挙権を行使する機会

が剥奪された。原告 らの被選挙権を制限して良い理由はないから、

公職選挙法 10条 1項 4号及び 5号は憲法前文、 1条、 14条 1項、 15条 1

項 、 3項 、 43 条 1項 、 44 条 但 書 、 92 条 、 93 条 に違 反 す る。

第 2に、選挙権年齢の引き下げは公職選挙法制定当時から議論さ

れてきたところ、遅 くとも平成 27年ころから国会では繰 り返 し被

選挙権年齢引下げについて質疑がなされていること (甲7参照 ) 、

同年には選挙権年齢を引き下げる公職選挙法の改正が行われたこと、

本件統一地方選挙において 25歳未満の者に被選挙権を行使 させる

ことが事実上不可能ないし維持するのが困難であったとまではいえ

ない こと等 か らか らすれ ば、遅 くとも平成 27年 の時点 において、

統一地方選挙において 25歳未満の者に対 して被選挙権の行使を認

めない ことが違憲であることは、立法府 において も明 白になった。

そ うであるにもかかわらず、競争者や新規参入者を排除するという

既得権益保護の見地より、その後も立法府は違憲性を知 りながら改

正を怠 り続けてきたことは明らかである。

「立法府 に裁 量権 がある と言 って も、そ こには、 『何 も しない』

とい う選択 をす る途はない」 (最大判平成 16年 1月 14 日民集 58-1-

68補足意見 2( 裁判官亀山継夫、同横尾和子、同藤田宙晴、同甲斐

中辰夫 )) 。立法府は憲法が裁量を与えた趣旨に沿って裁量を適切

に行使する義務を負 う (甲B34: 「特別企画 ・藤 田宙晴先生と最高

裁判所 (2)」法学教室 401 号 42頁 [藤 田発言部分 ] 参照 ) 。平成 27

年以降何 らの立法措置も取らなかったことは立法府の怠慢とい うほ

かなく著しい不作為に当たる。
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2 損害

原告 らは、被告の違法行為によって、被選挙権 とい う国民主権

原理に基づく重要な主権を行使する機会を失った。被選挙権は 「国

民の最も重要な権利」とされる選挙権と表裏の関係にある重要な権
利であり、一度その行使の機会を逃せば、次回の統一地方選挙があ

る4年後までは権利行使ができなくなる。このように重大な権利を

剥奪された原告 らの精神的苦痛は、一人当た り金 10万円をくだろ

もの で は な い。

第 7 終わりに

近代議会制民主政治の理論的基礎を築いたジャン ・ジャック ・

ル ソーは次のよ うに述べ る。

ローマの十退官は、最初は一年の任期で選ばれたが、 -

年で辞めずに次の年まで地位を維持 し、民会の開催を禁

じて、 自分 たちの権力 を永続 的 な もの としよ うとし
た ・ ・

世界のすべての政府は、ひとたび公的な権力を与えられ

ると、 このたやすい方法 に頼 って、やがては主権 を纂奪

しよ うとす る の で あ る (ジ ャ ン ・ジ ャ ック ・ル ソー (中

山元訳) 『社会契約論』第三篇第十八章 (光文社古典新
訳文庫 )) 。

戦後まもなく選挙法の改正に迫 られた政治家たちは、選挙権に

せよ被選挙権にせよ、自分たちがどの国民に権利を与え、どの国民

にそれ を与 えないでお くかを、 自由に決め られ ると考 えていた。天

皇主権から国民主権への変化が求められても、政治家たちはそのよ

うな根本的で急激 な発想転換ができなかった。 しか し、それか ら8

0年近 くもの時が過ぎた。国民の誰もが主権者であることを疑わな

い現代においてなお、そのような時代に決められた被選挙権年齢を

維持する必要はない。

被選挙権は、憲法上わずか 2つ しか保障されていない直接参政権

のうちの一つである。もう一つの直接参政権である憲法改正の国民
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投票の権利が剥奪された場合、当該憲法の改正という主権を行使す

ることは二度 とできない。 これ と同 じく、ある選挙において直接参

政権の行使である被選挙権が奪われれば、次の任期まで、その者は

本来 日々政治家として行使することができていたはずの主権行使の

機会を全て奪われる。当該機会における主権の行使は、永久に剥奪

され る。その回復は絶対的に不可能である。

25歳や 30歳未満の若者から被選挙権を剥奪 してきたこの80年弱

は、無数の主権者から主権を剥奪してきた歴史でもある。真の国民

主権の実現のため、この不合理な差別はここで終わらせるべきであ

る 。

よ っ て 、

1 主位 的に、憲法前文、 1条、 15条 1項、憲法 15条 3項、憲法 44条

但書、憲法 92条、憲法 93条 に基づ き、次回統一地方選挙 で、原告

能傑桃子が神奈川県知事選挙において、また原告久保遼が都留市議
会議員選挙において、それぞれ被選挙権を行使することができる地

位にあることの確認を、予備的に、前記同様の憲法の各条項に基づ

き、予備的請求① として、被告が、本件規定を改廃 しない ことによ

り、原告能傑桃子につき神奈川県知事選挙において、また原告久保

遼につき都留市議会議員選挙において、それぞれ年齢が 30歳また

は 25歳 に満 たない ことを理 由 として、次回の統一地方選挙 で被選

挙権の行使をさせないことの違法確認を、また、予備的請求②とし

て、被告が、原告能傑桃子につき神奈川県知事選挙において、また

原告久保遼につき津留市議会議員選挙において、それぞれ年齢が 3

0歳または 25歳 に満たない ことを理 由 として、次回統一地方選挙に

おける被選挙権の行使をさせないことは違法であることの確認を求

め、 かつ

2 原告 らは被告に対 し、国家賠償法 1条 1項に基づき、それぞれ金

10万円及び これ に対 して、原告能傑桃子 につ き 2023 年 3月 23 日か

ら、原告 中村涼夏 につ き同月 31 日か ら、原告久保遼 、原告 中村涼

香、原告 及び原告吉住海斗につき同年 4月 16日から、支払

済みまで民法所定の年 3分の割合による遅延損害金の支払をそれぞ

れ 求 め る。

以 上
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証拠方法

証拠説明書 (1)のとお り

附属書類

1 訴 状 副 本 1通

2 証拠説明書 (1) 正本 1通

副本 1通

3 甲号証の写し 正本各 1通

副本各 1通

4 訴 訟 委 任 状 6通
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